
【訪問介護　料金表】　H27.8　現在

要支援 要介護

20分未満

20分以上30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上

30分増す毎

20分以上45分未満

45分以上

20分以上

45分以上

70分以上

通常の実施地域 富士宮市

通常の実施地域を超え
てから片道５㎞未満

通常の実施地域を超え
てから片道５㎞以上

項目 所要時間
単位数

要介護

身体介護

休止中

生活援助

身体介護後引き継ぐ
生活援助

要支援
（※１）

介護予防訪問介護（Ⅰ）

介護予防訪問介護（Ⅱ）

介護予防訪問介護（Ⅲ）

加算

初回加算

夜間早朝加算（6時～8時・18時～22時）

深夜加算（22時～6時）

2人の訪問介護員等による場合

緊急時訪問介護加算

生活機能向上連携加算

介護職員処遇

交通費
その他


